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テキストボックス
小学校等におけるフッ化物洗口を推進する決議　食べることや話すことを生涯にわたり支える口腔の機能は、人が生きていく上で重要な役割を果たしている。近年、歯及び口腔の健康を保持することが、生活習慣病予防を初めとする全身の健康状態の維持増進、介護予防等に貢献することが明らかになってきている。　また、厚生労働省のフッ化物洗口ガイドラインによれば、フッ化物洗口は、４歳児から１４歳までの期間に実施することが虫歯予防対策として最も大きな効果をもたらすとされている。　このため、道民の口腔機能の低下を防止し、８０２０運動の目標を達成するためには、歯の喪失の主な原因である虫歯を予防する必要があり、その有効な手段としてフッ化物の利用は重要である。　しかしながら、道民の歯及び口腔の健康に対する認知は十分でなく、歯科疾患有病率は全国平均に比較して高い状況が見られることから、生涯を通じた歯・口腔の健康づくりに関する対策を総合的かつ効果的に推進するため、北海道は「北海道歯・口腔の健康づくり８０２０推進条例」を制定し、本条例の第１１条に「学校等におけるフッ化物洗口の普及」を掲げている。　本市では平成７年から市内幼稚園、保育所においてフッ化物洗口が実施され、平成２１年３月現在において、３６の施設で実施されているが、これをさらに普及させるとともに、市内の小学校等での実施に向けた取り組みが望まれる。　よって、旭川市議会は、北海道において「北海道歯・口腔の健康づくり８０２０推進条例」が制定されたことを踏まえ、関係者と十分協議の上、小学校等におけるフッ化物洗口の推進により、健康習慣行動を通じて子どもたちがみずからの健康を保持することへの理解を深め、生涯にわたる健康づくりの基礎となることを期するものである。　以上、決議する。


